
空家等対策の推進に関する特別措置法第６条に基づく 

伊丹市空家等対策計画（第２次）  

 















令和２（２０２０）年３月３１日までの実績

（解決件数については令和２（２０２０）年６月３０日時点のもの）

所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項

計 ６ 回 延べ ４４ 人

計 ６ 回 延べ ５ 組

計 ４ 回 延べ ６０ 人

計 ４ 回 延べ １３ 組

固定資産税納付通知の際における周知（平成２９年度より）

伊丹市チラシ「空家等の適切な管理」

（庁内窓口に設置：平成２７年８月２５日より）

（民生委員に配布：平成２９年１月１８日）

特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項

特定空家等認定件数 　合計 件 内、解決件数 １１ 件

住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項

建物 合計 件 内、解決件数 ７５ 件

草木 合計 件 内、解決件数 １５０ 件

伊丹市空家等除却支援事業に関する事項

補助*の実施件数 合計 ６ 件

所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項

ふるさと寄付の項目

ＮＴＴタウンページへのチラシの折り込み

空家等における雑草の草刈りに対する業務紹介

施策等実施状況

啓発

セミナー
講演会

個別相談会

フォーラム
講演会

個別相談会

１９
特定空家等

通報案件
通報件数

１０１

１５５

その他

（*特定空家等の内、住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）に基
づく不良度判定において、評点が１００点以上となる住宅の除却（その
他要件有り）に対する補助）







令和 

3 年度 

令和 

4 年度

令和 

5 年度

令和 

6 年度

令和 

7 年度

令和 

8 年度

令和 

9 年度

令和 

10 年度

第 ６ 次 伊 丹 市 総 合 計

画 

伊丹市空家等対策計

画（第２次） 

前期 4 ヵ年 後期 4 ヵ年

前期 4 ヵ年  後期 4 ヵ年

第６次伊丹市総合計画 

令和 3～10 年度 

 

整

合 

本市の関連計画  

法
定
計
画

伊丹市 

空家等対策計画 

令和 3～10 年度 
連携・整合 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

空家等に関する施策を総合的かつ 

計画的に実施するための基本的な指針 

関係法令等 

中間検証 

伊丹市都市計画
マスタープラン 
令和 3～10 年度 

伊丹市 
強靭化計画 
令和 2～5 年度 

伊丹市 
住生活基本計画 
平成 30～令和 9 年度 

その他計画 

伊丹市 
景観計画 

平成 18 年度～ 



 

空家等所有者等把握するための事務の流れ 



 

 







法９条①

法１０条①法２条①

判断困難時 

＊２

＊４

＊３

法９条②③

法２条②

法１４条

法１４条

法１４条④

法１４条⑨

法１４条⑨

法１４条⑪

法１４条③

法１４条⑤ 

＊５

＊５

＊１





 

 







令和３年度 

令和３～５年度 

令 和５年 度

令和６年度 

伊丹市空家等対策計画の策定及び改正

PDCA 

中間検証

伊丹市空家等対策計画の策定及び改正Plan（計画

施策実行（啓発事例、空家等の対策事例等の蓄積）Do（実行) 

施策点検（啓発事例、空家等の対策事例等から課題抽出）Check（点検） 

施策見直し（啓発手法及び空家等対策手法の見直し、充実）Action（見直し） 

令和６年度 
必要に応じて計画の見直しを行う 

令和７～１０年度 

令和１１年度 



























































① ③

② ④

Ⅰ　「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」の確認

調査日

（立会者）
調査者

□　目視

表面における水のしみ
出し･流出

水抜き穴の詰まり ひび割れ

AA B C

A B C

擁壁の老朽化により危険となるおそれ □　有　・　□　無

擁壁
地盤条件･構
造諸元･障害
状況、老朽化
による変状

Ⅰ-9

□　目視 □　目視

A B C A B C

ひび割れ 破損 傾斜

A B C A B C

門、塀 Ⅰ-8

□　目視 □　目視 □　目視

屋外階段、
バルコニー

Ⅰ-7
腐食・破損・脱落 傾斜

A B C A B C

□　目視 □　目視

A B C A B CA B C A B C

□　目視

剥落（看板） 転倒 破損・脱落 支持部分の腐食

A B C

看板、給湯設
備、屋上水槽

等
Ⅰ-6

□　目視 □　目視 □　目視

□　目視

壁体の貫通穴
仕上の剥落･腐朽･破

損、下地の露出
浮き

A B C A

外壁 Ⅰ-5

□　目視 □　目視

B C

A B C

建築物が著しく保安上危険となるおそれ（屋根、外壁等の脱落、飛散等するおそれ） □　有　・　□　無

屋根 Ⅰ-4

□　目視 □　目視

構
造
損
傷

A B C A B C

主架構の腐朽･破損･

変形
※1

□　目視

変形・剥落 軒・雨樋のたれ下がり 貫通穴

□　外視 □　内視 □　外視 □　内視 ※1）地震時に建築物
に加わる水平力に対
して安全性が懸念さ
れる場合

柱とはりのずれ
※1 □　外視

A

基礎、土
台

Ⅰ-2

A B C A B C

B C A B C

特定空家等

調査判定表

調査場所：

□　外観調査

□　立入調査

基礎の不同沈下 柱の傾斜

No．1

建築物が著しく保安上危険となるおそれ（建築物等の倒壊等のおそれ） ■　有　・　□　無

傾斜 Ⅰ-1

□　目視 □　目視

A B C

柱、はり、
筋かい、
接合部等

Ⅰ-3

A B C

□　外視 □　内視 □　目視 □　測定

土台の腐食･損傷･蟻
害、緊結金物腐食

基礎の損傷



Ⅱ　「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」の確認

Ⅲ　 「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」の確認

Ⅳ　 「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」の確認

凡例

ＡＡ 問題なし

Ｂ 要経過観察

Ｃ 特定空家等

※2）周辺住民の日常
生活に支障をおよぼし
ているもの

C A B C

ごみ等の放
置、不法投棄

Ⅱ-2
臭気の発生※2 多数のねずみ･はえ･

蚊等の発生※2

A

建築物、設備
等の破損等

Ⅱ-1

吹付け石綿等の飛散･
暴露の可能性

浄化槽等の放置･破
損等による汚物の流

出･臭気の発生※2

排水等の流出による

臭気の発生※2

A B C A B

B C A B C

既存の景観に
関するルール
に著しく適合し

ない状態

Ⅲ-1

景観法の景観計画に
定める建築物･工作物
の形態意匠等に著しく

適合しない状態

景観地区の都市計画
等に定める建築物･工
作物の形態意匠等に
著しく適合しない状態

C

周囲の景観と
著しく不調和

な状態
-建物・看板-

Ⅲ-2

屋根･外壁等が外見
上大きく傷んだり汚れ

たまま放置

多数の窓ガラスが割
れたまま放置

看板が原型を留めず
本来の用をなさない

程度まで、破損、汚損
したまま放置

地域で定められた景
観保全に係るルール
に著しく適合しない状

態

A B C A B C A B

A B C A B C A B C

C

立木・雑草等 Ⅳ-1

近隣の道路や家屋の
敷地等に枝等の大量

の散らばり

近隣の道路等にはみ
出しによる歩行者等の

通行の妨げ

空家等敷地内の枝等
の散らばり

周囲の景観と
著しく不調和

な状態
-立木・ごみ-

Ⅲ-3

立木等が建築物の全
面を覆う程度まで繁

茂

敷地内にごみ等が散
乱、山積したまま放置

A B C A B

A B C A B C A B

住みついた動
物等

Ⅳ-2

動物の鳴き声その他

の音の頻繁発生※3

動物のふん尿その他
の汚物の放置による

臭気の発生※3

敷地外に動物の毛･羽

毛の大量飛散※3

多数のねずみ･はえ･

蚊･のみ等の発生※3

A B C A

C A B

B C A B C A

B C

C

建築物等の不
適切な管理等

Ⅳ-3

不特定の者による容
易に侵入できる状態

での放置※5

周辺の道路、家屋の
敷地等に対する土砂

等の大量流出

※5）門扉が施錠されていない、窓ガラスが割
れている等

A B C A

B C

住みついた動物の周
辺の土地・家屋への

侵入※4

シロアリの大量発生に
よる近隣の家屋への

飛来※4

※3）周辺住民の日常生活に支障をおよぼし
ているもの
※4）周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす
おそれのあるもの

A B

C



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 伊丹市 都市活力部 都市整備室 建築指導課 

〒６６４-８５０３ 伊丹市千僧１丁目１番地 

TEL０７２-７８４-８０６５ FAX ０７２-７８４-８１４５ 

http://www.city.itami.lg.jp/                  

2 都活 606-1-094 A4 


